
 

別表（第 10 条関係) 

 一般質問順位表 

第１回定例会 第２回定例会 第３回定例会 第４回定例会 

1 自  民  党 1 熊 本 自 民 1 市 民 連 合 1 公  明  党 

2 熊 本 自 民 2 市 民 連 合 2 公  明  党 2 自  民  党 

3 市 民 連 合 3 公  明  党 3 自  民  党 3 熊 本 自 民 

4 公  明  党 4 自  民  党 4 熊 本 自 民 4 市 民 連 合 

5 共  産  党 5 共  産  党 5 共  産  党 5 共  産  党 

6 参  政  党 6 参  政  党 6 参  政  党 6 参  政  党 

7 無 所 属 議 員 7 無 所 属 議 員 7 無 所 属 議 員 7 無 所 属 議 員 

備考  

１ 一般質問順位表に基づき、定例会ごとに同表の上位の会派等から１人ずつ質問を行う。 

２ 一般質問順位表に基づく質問者が一巡した後、質問を行っていない質問者が残っている場合には、順位表の最上位に戻 

り、全ての質問者の質問が終了するまで、これを繰り返す。 

    ３ 無所属議員の順位は、期数年齢順とする。 

 

 


